
＜お問合せ＞
・どの補助金・助成金を活用すればよ
いかわからない

・申請書の書き方や実施計画の作成
をサポートしてほしい

https://hatarakikatak
aikaku.mhlw.go.jp/co
nsultation/

働き方改革推進支援センター

・働き方改革推進支援助成金の制度
の詳細を知りたい
・申請書類を作ったので、実際に申
請したい

都道府県労働局
雇用環境・均等部（室）

働き方改革
推進支援助成金
申請パンフレット

業種別課題対応コース

労働時間短縮・年休促進支援コース

勤務間インターバル導入コース

取引環境改善コース

団体推進支援コース



＜使用目的＞

本マニュアルは、働き方改革推進支援助成金の申請手続や準備しておくべ
き資料等について、基本的な事項や図表を用いた説明を中心に記載して
います。適正な申請手続のため、本マニュアルと併せて、交付要綱・支給要
領も必ずご確認ください。

＜留意事項＞

○助成金の経理処理は、通常の商取引や商慣行とは異なります。

・実費弁済の考え方（中小企業事業主が実際に事業に要した経費を支払います。）

・改善事業とその他の事業との区分管理

・時系列での資料整理（いつ実施したのか、日付が確認できるようにしてください。）

○不正受給（偽りその他の不正行為によって助成金を受け、または受けようとする

こと）があった場合、次のように厳しく取り扱われます。

・支給前の場合は助成金が支給されません。

・支給後に不正受給が判明した場合は、支給された助成金を返還しなけ

ればなりません。

・不正受給が判明した場合、原則として事業主名などを公表します。この

ことにあらかじめ同意していただけない場合には、助成金は支給され

ません。また、不正受給から５年間は、その事業主に対して助成金は

支給されません。

・不正受給を行った事業主は、５年以下の懲役または100万円以下の罰

金（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条など）に処せられること

があります。

○本助成金は国の予算額に制約されるため、交付申請期限より

も前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

○ご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等

部（室）または働き方改革推進支援センターにご相談ください。
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令和８年度働き方改革推進支援助成金のご案内

下記の５つのコースをご用意し、生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を
助成することで、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の
皆さまを支援します。

勤務間インターバル導入コース

生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入に向けた環境
整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に
向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援し
ます。

業種別課題対応コース

生産性を向上させ、業種別の労働時間に関する課題の解消に
向けた環境整備に取り組む、特定の業種等の中小企業事業主
の皆さまを支援します。

運送業等

病院等 砂糖製造業（鹿児島県・沖縄県）

建設業 情報通信業・宿泊業

団体推進支援コース

事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用す
る事業主の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃
金引き上げに向けた取組を実施した場合に、重点的に助成金
を支給します。

取引環境改善コース （ R 8 新設 ）

発着荷主及び倉庫事業者等が、運送事業者を含めた集団を構
成して集団を作り、トラック予約システムやハンドリフトの導入
等の取組を行い、荷待ち・荷役時間の短縮について成果を上
げた場合に助成金を支給します。
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申請全体の流れ

（交付決定の内容により）支給後の手続

を実施 → を達成改善事業 成果目標

の範囲内で助成金を支給助成対象経費

が事業実施計画を作成

＋改善事業 成果目標

中小企業事業主等

交付申請から改善事業を実施し、交付額の確定に
至るまで、過去の実績では平均的に５～６ヶ月程度
かかっています。（※個別企業向けコース）

９ページで、それぞれの手続の期限を事前によく
たしかめて、計画的に申請しましょう！

たしかめポイント
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中小企業事業主 都道府県労働局

交付申請

交付申請・決定

事業実施

支給申請・決定

交付申請書の受付・審査

交付（・不交付）の決定
交付（・不交付）通知の

受領

改善事業を実施

事業実施報告
支給申請

支給申請書の受付・審査

交付額の確定、支払手続
※支給要件に該当しないなどの

場合は交付決定を取消し
交付額確定通知の受領

支給後の手続

消費税仕入税額控除額の確定報告 ※税込額で支給を受けた場合など

賃上げ加算の状況報告 ※成果目標として追加した場合

財産処分の申請 ※取得した財産を売却等する場合

交付申請から支給までの流れ

交付決定の内容によっては、助成金の支給後も、手続が必要な場合があります。

助成金の受給



取引環境 団体

事業実施予定期間終了から30日後
または

令和９年２月26日(金)のいずれか早い日 必着

事業実施予定期間終了から30日後
または

令和９年２月５日(金)のいずれか早い日 必着
※業種別課題対応コースのうち砂糖製造業については、事業実施予定期間終了から
30日後または令和９年３月19日（金）のいずれか早い日必着

業種別 時短年休 インターバル

令和８年11月30日(月)
PM5:00 必着
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支給申請期限

支給後の手続

手続き期限等一覧

交付申請期限

業種別 時短年休 インターバル 取引環境 団体

消費税仕入税額控除額の確定報告

※税込額で支給を受けた場合など

消費税・地方消費税の
申告後速やかに

（遅くとも事業実施年度の翌々年度６月末日までに）

賃上げ加算の状況報告

※成果目標として追加した場合

「６箇月後基準日」から
起算して30日以内

財産処分の申請
※取得した財産を売却等する場合

処分前にあらかじめ
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見積もりや契約のタイミングについての考え方（物品購入契約の例）

交付申請

【交付申請の準備段階】

交付決定

【事業実施期間】

支給申請

見積 見積

見積

契約
見積

改善事業と
することが
できません

契約 契約 契約

36協定の
変更・届出

就業規則
の

変更・届出

納品・請求

支払

支払

納品・請求

納品・請求

36協定の
変更・届出

改善事業と
することが
できません

※事業実施計画の変更申請等に
より対応できる場合があります

支給申請
できます

支給申請
できます
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費用の見積りや支払い等に関する注意点

インターネットバンキング等により支払う場合には、
上記の必要事項を提出できるような仕組みである
かを、支払い前に必ずたしかめてください！

インターネットバンキングによる支払履歴として、事業主様側で閲覧
できる項目が不足していたことで、改善事業の実施に要した費用か
どうか確認できず、本助成金の対象外となった事例もあります。

たしかめポイント

改善事業の実施に要する費用を算出するためには、
複数の事業者から見積りを取得すること（いわゆる相
見積り）が必要です。見積りを取得する際は、納品時
期の見込みも確認するようにしましょう。

専門的な機材やソフトウェア等を購入する場合は、
・どのように使うものなのか
・どのような機能があるのか
・通常はどのようにして購入するものか など

を、専門知識がなくても分かるように、審査担当の職
員にご説明いただきますようお願いいたします。

費用を支払う際は、
誰が、誰に、何の取引で、いつ、いくらを（内訳含む）

支払ったか、必ず書面やデータを取ってください。
助成対象経費の範囲を決める重要な資料になります。

○ 領収書に支払合計額しか記載されておらず、業者に品目や内訳を追加して再発
行してもらったので、審査に時間がかかった。

○ 見積り時に納品時期の希望をあいまいにしていたので、思っていた以上に納品
が遅れ、事業実施計画の変更申請をすることになった。

よくある失敗例
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交付額の計算例 ※労働時間短縮・年休促進コースの例

勤怠管理ソフトウェアを新たに導入し、今まで手書きで
行っていた勤怠管理作業に要する時間を削減すること
で、改善事業実施前の36協定の時間外・休日労働時間
数が70時間であったところ、改善事業実施後の36協定
の時間外・休日労働時間数を45時間とし、成果目標「時
間外・休日労働の上限設定」を達成しようとする事業実
施計画である。

例１

なし経費上限額

５分の４補助率

100万円助成上限額

助成上限額100万円 ＜ 国庫補助所要額113万円のため、

受給できるのは１００万円

※ソフトウェア導入費用は税込額で申請されていることから、追って、交付要綱に定める
「消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還」が必要となる。

勤怠管理ソフトウェア導入費用額
（改善事業の実施に要した費用額）

150万円 × ４/５ ≒ 113万円

補助率
国庫補助所要額

（1,000円未満切捨て）

申請事業主の常時使用する労働者数は
10人、勤怠管理ソフトウェアの導入に係
る費用額は150万円（税込）とする。

なお、他の前提についてはいずれも該
当・問題はないものとする。
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交付額の計算例 ※労働時間短縮・年休促進コースの例

労務管理担当者に対して、ラインケアに関するメンタル
ヘルス研修（３時間）を、労働者に対してセルフケアに関
するメンタルヘルス研修（２時間）をそれぞれ行い、休息
の重要性を理解してもらった上で、成果目標「年次有給
休暇の計画的付与の導入」及び「時間単位の年次有給休
暇及び特別休暇の導入」を達成しようとする事業実施計
画である。労務管理担当者研修は税抜き30万円、労働
者研修は税抜き20万円の費用がかかる。

このうち労務管理担当者研修は、本件申請の提出代行

例２

合計30万円まで
（※）提出代行者、事務代理者が事業を受託する
場合、当該事業に係る経費は合計10万円まで。

経費上限額

４分の３補助率

25万円＋25万円＝50万円助成上限額

助成上限額50万円 ＞ 国庫補助所要額22万円のため、

受給できるのは 22万円

研修費用の合計
（改善事業の実施に要した費用額）
労務管理担当者研修10万円
＋労働者研修20万円

30万円 × 3/4 ≒ 22万円

補助率
国庫補助所要額

（1,000円未満切捨て）

者である社会保険労務士Ａが受託し、労働
者研修は外部のコンサルティング会社が受
託する。 なお、他の前提についてはいず
れも該当・問題はないものとする。
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交付額の計算例 ※労働時間短縮・年休促進コースの例

セルフレジを新たに導入し、会計作業に要する時間を
削減することで、成果目標「年次有給休暇の計画的付与
の導入」を達成しようとする事業実施計画である。

申請事業主の常時使用する労働者数は20人、セルフ
レジの導入に係る費用額は税抜き600万円とする。

また、申請事業主は、20人のうち正社員17人につい
て、10％の賃上げを行うことも成果目標に追加してい
る。

明記されていない前提についてはいずれも
該当・問題はないものとする。

例３

なし経費上限額

５分の４補助率

25万円＋24万円×17人
＝433万円

助成上限額

助成上限額433万円 < 国庫補助所要額480万円のため、

受給できるのは 433万円

セルフレジ導入費用額

600万円 × 4/5 ≒ 480万円

補助率
国庫補助所要額

（1,000円未満切捨て）
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財産処分

改善事業主は、助成金の支給
を受けて取得した財産につい
て、改善事業の完了後におい
ても、善良な管理者の注意を
もって管理し、助成金の交付
の目的に従って、効率的運用
を図る必要があります。

また、「各省各庁の長が定める機械及び重要な器
具」は、助成金等の交付の目的に反して使用、譲渡、
交換、貸し付け、又は担保とされることは禁止され
ています（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条第4

号）。

目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保
とされる際は、助成金の支給を受けた労働局から、
その許可を事前に得ることが必要ですので、下記
をご参照の上、速やかに財産処分の申請を行ってく
ださい。
【申請様式等】「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に基づく財
産処分の承認基準の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10501000/001139477.pdf

※承認基準は、令和８年3月末時点のものを掲載しています。なお、財産処分の
対象となる財産及びその期間は、以下URLから確認することができます。
【補助事業等により取得、又は効用の増加した財産の処分制限期間】
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=27ab0076&dataType=
0&pageNo=1

■ 助成金を受給した事業主等に対して、アンケートをお願いしています。
ご協力をお願いします。

■ 助成金の受給後、労働局に配置している働き方・休み方改善コンサ
ルタントにより、改善事業・成果目標の定着・継続状況の確認を行う
ことがありますので、ご協力をお願いします。

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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業種別課題対応コース（建設業）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 労務管理担当者に対する研修（※）

② 労働者に対する研修（※）、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新

(※) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び
業務研修も含みます。

中小企業事業主

１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第139条
第２項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する
事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として
営む中小企業事業主であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や

就業規則等を整備していること。 など

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働

時間数の削減

② 所定外労働時間の削減

③ 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

④ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で

規定する特別休暇を１つ以上新規導入

⑤ ９時間以上の勤務間インターバルの導入

⑥ ４週における所定休日を１日以上増加

業種別課題対応コースのみ
（①と同時選択不可）

業種別課題対応コース（建設業）のみ
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コース別概要：業種別課題対応コース（建設業）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

選択した「成果目標」に設定された下記①から⑥までの助成上限額に、
下記の加算制度における上限額への加算額を合計した金額

上限
額

上限額または対象経費の合計額に補助率３／４(※１)を乗じた額の
いずれか低い金額を助成します。
（※１）常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を実施する場合
で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

助成
額

助
成
上
限
額
な
ど

（※４）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の５％及び７％

以上の引上げについて２倍の上限額が加算されます。

また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上記の表の５％及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が

加算されます。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

加算額 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 

25万円 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％以上引き上 げること。 

75万円 
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増賃 金率を５割以上と
し、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終 期までの期間において、いずれか１
か月における時間外労働の時間 数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者１
人あたり10時 間以上削減すること。 

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

(※２）事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※３）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間インターバルの時間延長の場合は、上表の1/2が

上限額となります。

成果目標⑥の上限額：25～100万円

加算制度

成果目標①の上限額

成果目標③、④の上限額：各25万円

成果目標⑤の上限額

事業実施後の設定時間数

月60時間を超え
月80時間以下月60時間以下

―200万円月60時間を超え
月80時間以下

事
業
実
施
前
の

設
定
時
間
数 150万円250万円月80時間超

１企業当たりの上限額（※３）休息時間数(※２)

120万円９時間以上11時間未満

150万円11時間以上

助成上限額 削減した労働者１人あたりの
所定外労働時間数 

50万円 5時間以上10時間未満 

100万円 10時間以上 

成果目標②の上限額

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※４）（常時使用する労働者が30人を超える場合）
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業種別課題対応コース（運送業等）

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 労務管理担当者に対する研修（※）

② 労働者に対する研修（※）、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新

(※) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び
業務研修も含みます。

中小企業事業主

１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第
140条第１項に定める自動車運転の業務に従事する労
働者を雇用する中小企業事業主であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や

就業規則等を整備していること。 など

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働

時間数の削減

② 所定外労働時間の削減

③ 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

④ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で

規定する特別休暇を１つ以上新規導入

⑤ 10時間以上の勤務間インターバルの導入

業種別課題対応コースのみ
（①と同時選択不可）

他業種等より長いので注意！

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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業種別課題対応コース（運送業等）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

選択した「成果目標」に設定された下記①から⑥までの助成上限額に、
下記の加算制度における上限額への加算額を合計した金額

上限
額

上限額または対象経費の合計額に補助率３／４(※１)を乗じた額の
いずれか低い金額を助成します。
（※１）常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を実施する場合
で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

助成
額

助
成
上
限
額
な
ど

（※４）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の５％及び７％

以上の引上げについて２倍の上限額が加算されます。

また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上記の表の５％及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が

加算されます。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

加算額 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 

25万円 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％以上引き上 げること。 

75万円 
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増賃 金率を５割以上と
し、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終 期までの期間において、いずれか１
か月における時間外労働の時間 数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者１
人あたり10時 間以上削減すること。 

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

(※２）事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※３）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間インターバルの時間延長の場合は、上表の1/2が

上限額となります。

加算制度

成果目標①の上限額

成果目標③、④の上限額：各25万円

成果目標⑤の上限額

事業実施後の設定時間数

月60時間を超え
月80時間以下月60時間以下

―200万円月60時間を超え
月80時間以下

事
業
実
施
前
の

設
定
時
間
数 150万円250万円月80時間超

１企業当たりの上限額（※３）休息時間数(※２)

150万円10時間以上11時間未満

170万円11時間以上

助成上限額 削減した労働者１人あたりの
所定外労働時間数 

50万円 5時間以上10時間未満 

100万円 10時間以上 

成果目標②の上限額

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※４）（常時使用する労働者が30人を超える場合）



20

業種別課題対応コース（病院等）

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 労務管理担当者に対する研修（※）

② 労働者に対する研修（※）、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新

(※) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び
業務研修も含みます。

中小企業事業主

１．労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する
医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は
介護医療院を営む中小企業事業主であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や

就業規則等を整備していること。 など

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働

時間数の削減

② 所定外労働時間の削減

③ 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

④ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で

規定する特別休暇を１つ以上新規導入

⑤ ９時間以上の勤務間インターバルの導入

⑥ 「医師の働き方改革の推進」の実施

業種別課題対応コースのみ
（①と同時選択不可）

業種別課題対応コース（病院等）のみ

共
通

業
種
別
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タ
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団
体



21

業種別課題対応コース（病院等）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

選択した「成果目標」に設定された下記①から⑥までの助成上限額に、
下記の加算制度における上限額への加算額を合計した金額

上限
額

上限額または対象経費の合計額に補助率３／４(※１)を乗じた額の
いずれか低い金額を助成します。
（※１）常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を実施する場合
で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

助成
額

助
成
上
限
額
な
ど

（※５）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の５％及び７％

以上の引上げについて２倍の上限額が加算されます。

また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上記の表の５％及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が

加算されます。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

加算額 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 

25万円 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％以上引き上 げること。 

75万円 
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増賃 金率を５割以上と
し、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終 期までの期間において、いずれか１
か月における時間外労働の時間 数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者１
人あたり10時 間以上削減すること。 

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

(※２）事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※３）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間インターバルの時間延長の場合は、上表の1/2が上限額となります。
(※４）指定病院等については、10時間以上の休息時間数とする必要があります。

成果目標⑥の上限額：50万円

加算制度

成果目標①の上限額

成果目標③、④の上限額：各25万円

成果目標⑤の上限額

事業実施後の設定時間数

月60時間を超え
月80時間以下

月60時間以下

―200万円月60時間を超え
月80時間以下

事
業
実
施
前
の

設
定
時
間
数 150万円250万円月80時間超

助成上限額 削減した労働者１人あたりの
所定外労働時間数 

50万円 5時間以上10時間未満 

100万円 10時間以上 

成果目標②の上限額

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※５）（常時使用する労働者が30人を超える場合）

１企業当たりの上限額（※３）休息時間数（※２）

120万円９時間以上10時間未満（※４）

150万円10時間以上11時間未満

170万円11時間以上
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業種別課題対応コース（砂糖製造業）

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 労務管理担当者に対する研修（※１）

② 労働者に対する研修（※１）、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組（※２）

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新

(※１) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの
及び業務研修も含みます。

(※２)労働者派遣の役務の提供を受ける際の派遣料金を
含みます。

中小企業事業主

１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第142条
に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する
事業を主たる事業として営む中小企業事業主であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や
就業規則等を整備していること。

３．交付申請時点で、日本甘蔗糖工業会、沖縄県黒砂糖
工業会、日本分蜜糖工業会の会員であること。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働

時間数の削減

② 所定外労働時間の削減

③ 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

④ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で

規定する特別休暇を１つ以上新規導入

⑤ ９時間以上の勤務間インターバルの導入

業種別課題対応コースのみ
（①と同時選択不可）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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業種別課題対応コース（砂糖製造業）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

選択した「成果目標」に設定された下記①から⑥までの助成上限額に、
下記の加算制度における上限額への加算額を合計した金額

上限
額

上限額または対象経費の合計額に補助率３／４(※３)を乗じた額の
いずれか低い金額を助成します。
（※３）常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を実施する場合
で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

助成
額

助
成
上
限
額
な
ど

（※６）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の５％及び７％

以上の引上げについて２倍の上限額が加算されます。

また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上記の表の５％及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が

加算されます。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

加算額 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 

25万円 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％以上引き上 げること。 

75万円 
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増賃 金率を５割以上と
し、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終 期までの期間において、いずれか１
か月における時間外労働の時間 数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者１
人あたり10時 間以上削減すること。 

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

(※４）事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※５）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間インターバルの時間延長の場合は、上表の1/2が

上限額となります。

加算制度

成果目標①の上限額

成果目標③、④の上限額：各25万円

成果目標⑤の上限額

事業実施後の設定時間数

月60時間を超え
月80時間以下月60時間以下

―200万円月60時間を超え
月80時間以下

事
業
実
施
前
の

設
定
時
間
数 150万円250万円月80時間超

助成上限額 削減した労働者１人あたりの
所定外労働時間数 

50万円 5時間以上10時間未満 

100万円 10時間以上 

成果目標②の上限額

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※６）（常時使用する労働者が30人を超える場合）

１企業当たりの上限額（※５）休息時間数（※４)

120万円９時間以上11時間未満

150万円11時間以上
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業種別課題対応コース（情報通信業、宿泊業）

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 労務管理担当者に対する研修（※）

② 労働者に対する研修（※）、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新

(※１) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの
及び業務研修も含みます。

中小企業事業主

１．主たる事業が日本標準産業分類に規定される
「Ｇ 情報通信業」（大分類）又は「Ｍ 宿泊業、
飲食サービス業」（大分類）のうち「75 宿泊業」
（中分類）に該当する中小企業事業主であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿
や就業規則等を整備していること。

など

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働

時間数の削減

② 所定外労働時間の削減

③ 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

④ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で

規定する特別休暇を１つ以上新規導入

⑤ ９時間以上の勤務間インターバルの導入

業種別課題対応コースのみ
（①と同時選択不可）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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業種別課題対応コース（情報通信業、宿泊業）

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

選択した「成果目標」に設定された下記①から⑥までの助成上限額に、
下記の加算制度における上限額への加算額を合計した金額

上限
額

上限額または対象経費の合計額に補助率３／４(※１)を乗じた額の
いずれか低い金額を助成します。
（※１）常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を実施する場合
で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

助成
額

助
成
上
限
額
な
ど

（※４）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の５％及び７％

以上の引上げについて２倍の上限額が加算されます。

また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上記の表の５％及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が

加算されます。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

加算額 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 

25万円 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％以上引き上 げること。 

75万円 
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増賃 金率を５割以上と
し、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終 期までの期間において、いずれか１
か月における時間外労働の時間 数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者１
人あたり10時 間以上削減すること。 

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

(※２）事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※３）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間インターバルの時間延長の場合は、上表の1/2が

上限額となります。

加算制度

成果目標①の上限額

成果目標③、④の上限額：各25万円

成果目標⑤の上限額

事業実施後の設定時間数

月60時間を超え
月80時間以下月60時間以下

―200万円月60時間を超え
月80時間以下

事
業
実
施
前
の

設
定
時
間
数 150万円250万円月80時間超

助成上限額 削減した労働者１人あたりの
所定外労働時間数 

50万円 5時間以上10時間未満 

100万円 10時間以上 

成果目標②の上限額

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※４）（常時使用する労働者が30人を超える場合）

１企業当たりの上限額（※３）休息時間数（※２)

120万円９時間以上11時間未満

150万円11時間以上
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労働時間短縮・年休促進支援コース

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 労務管理担当者に対する研修（※）

② 労働者に対する研修（※）、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新

(※) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び
業務研修も含みます。

中小企業事業主

１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主で
あること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や

就業規則等を整備していること。 など

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働

時間数の削減

② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規

定する特別休暇を１つ以上新規導入
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労働時間短縮・年休促進支援コース

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

選択した「成果目標」に設定された、下記①から③まで
の助成上限額に、下記の加算制度における上限額への加
算額を合計した金額

上
限
額

上限額または対象経費の合計額に補助率３／４(※１)を
乗じた額のいずれか低い金額を助成します。
(※１) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を
実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

助
成
額

成果目標①の上限額

成果目標②、③の上限額：各25万円

事業実施後の設定時間数

月60時間を超え
月80時間以下

月60時間以下

―100万円月60時間を超え
月80時間以下

হ
঵
ৰ
઱
৐
भ

ਝ
৒
ৎ
৑
ਯ 50万円150万円月80時間超

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円７％以上
引上げ

加算制度

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※２）

（常時使用する労働者が30人を超える場合）

（※２）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の
表の５％及び７％以上の引上げについて２倍の上限額が加算されます。また、常時使用する労働者数が

10人未満の場合は、上記の表の５％及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が加算されます。

加算額 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 

25万円 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％以上引き
上 げること。 

75万円 

月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増
賃 金率を５割以上とし、かつ、交付申請後から事業実施予定期間
の終 期までの期間において、いずれか１か月における時間外労働
の時間 数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者１人あ
たり10時 間以上削減すること。 

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

助
成
上
限
額
な
ど
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勤務間インターバル導入コース

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 労務管理担当者に対する研修（※）

② 労働者に対する研修（※）、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、

デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの

導入・更新

(※) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も

含みます。

中小企業事業主

１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主で
あること。

２．36協定を締結しており、原則として、過去２年間に
おいて月45時間を超える時間外労働の実態があること。

３．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や

就業規則等を整備していること。 など

●新規導入

新規に所属労働者の１/４を超える労働者を対
象とする勤務間インターバルを導入すること。

●適用範囲の拡大

対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の1/4
または半数を超える労働者を対象とすること。

●時間延長

所属労働者の1/4または半数を超える労働者を
対象として休息時間数を２時間以上延長して、
９時間以上とすること。 など
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勤務間インターバル導入コース

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

選択した「成果目標」に設定された、下記①から③まで
の助成上限額に、下記の加算制度における上限額への加
算額を合計した金額

上
限
額

上限額または対象経費の合計額に補助率３／４(※１)を
乗じた額のいずれか低い金額を助成します。
(※１) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を
実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

助
成
額

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※２）

（常時使用する労働者が30人を超える場合）

（※２）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の
表の５％及び７％以上の引上げについて２倍の上限額が加算されます。また、常時使用する労働者数が

10人未満の場合は、上記の表の５％及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が加算されます。

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

助
成
上
限
額
な
ど

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円７％以上
引上げ

加算額 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 

25万円 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％以上引き
上 げること。 

75万円 
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増
賃 金率を５割以上とし、かつ、交付申請後から事業実施予定期間
の終 期までの期間において、いずれか１か月における時間外労働
の時間 数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者１人あ
たり10時 間以上削減すること。 

加算制度

●新規導入：労働者の１/２超に適用
１企業当たりの上限額補助率(※4)休息時間数(※３)

１００万円３／４９時間以上11時間未満

１５０万円３／４11時間以上

●新規導入：労働者の１/４超１/２以下に適用
１企業当たりの上限額補助率(※4)休息時間数(※３)

５０万円３／４９時間以上11時間未満

７５万円３／４11時間以上

(※３） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いもの
を指します。
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取引環境改善コース

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 取引適正化への理解促進など、労働時間等の
設定の改善に向けた取引先等との調整

② 好事例の収集、普及啓発
③ セミナー（※）の開催など
④ 巡回指導、相談窓口の設置など
⑤ 運送事業者等が利用する労働能率の増進に

資する設備・機器の導入・更新
（※）勤務間インターバル制度に関する事項を含みます。

荷主集団等

①代表事業主及び構成員を合わせて３者以上で構成された
組織であること

②代表事業主を含め、少なくとも１以上の荷主若しくは
倉庫事業者及び１以上の運送事業者で構成されていること

③組織として現に活動している又は今後具体的に活動する
ことが見込まれる荷主集団であること

④中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の

１/２を超えていること など

助成対象となる取組内容について、荷主集団等が

事業実施計画で定める改善事業を行い、運送事業

主の1/2以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働

時間の短縮に効果を上げること。

助
成
上
限
額
な
ど

以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額

② 上限額：100万円

助成
額



事業主団体等

①３者以上で構成され、かつ１年以上の活動実績がある
などの要件を満たす事業主団体

ア 法律で規定する団体、鹿児島県及び沖縄県における
砂糖を製造する事業に関連する団体

イ 上記以外の事業主団体（一定の要件有）
②10者以上で構成され、かつ１年以上の活動実績がある
共同事業主

共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を締結して
いるなどの要件を満たすこと。
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団体推進コース
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体

改
善
事
業

成
果
目
標

対
象

① 市場調査 ② 新ビジネスモデルの開発、実験
③ 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験
④ 取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に
向けた取引先との調整

⑤ 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展
⑥ 好事例の収集、普及啓発
⑦ セミナー（※）の開催など
⑧ 巡回指導、相談窓口の設置など
⑨ 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する

設備・機器の導入・更新の事業
⑩ 人材確保に向けた取組
（※）勤務間インターバル制度に関する事項を含みます。

助成対象となる取組内容について、事業主団体などが事

業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引上

げに向けた改善事業を行い、構成事業主の２分の１以上

に対してその取組または取組結果を活用すること。

助
成
上
限
額
な
ど

以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額
② 総事業費から収入額を控除した額（※）

③ 上限額：500万円

助
成
額

(※) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。



３ 成果目標の
解説・規定例
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成果目標「36協定の上限時間削減」の助成上限額の考え方

月60時間以下

月80時間超

36
協
定
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
数

共
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団
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80時間超
→60時間以下
250万円

60時間以下を維持

25万円

80時間超→
60～80時間
150万円

60時間以下を維持

25万円

60～80時間
→60時間以下
200万円

60～80時間
を維持
25万円

60～80時間
→60時間以下
100万円

初回申請 ２回目申請

36協定の時間外・休日労働時間数が「月80時間超」「月60時間超～
80時間以下」「月60時間以下」のいずれの段階に該当するかによって、
助成上限額が決まります。
初回申請と２回目（２年目）申請では、助成上限額の考え方が異なります。
２回目申請においては、初回申請の時間数を「維持したか」または「（段
階を超えて）さらに削減したか」で助成上限額が決まります。
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選択要件・支給要件の時系列イメージ
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●成果目標「36協定の上限時間削減」

（遡って２年間※）

月45時間超

ア 全ての指定事業場において、令和
８年４月１日以前の２年間において、少
なくとも１箇月、月45時間（略）を超え
る時間外労働（略）の実態があることを
要する。

36協定の「有効」期間

R8
1/1

R7
10/1 4/1

交付申請
6/1

R9
1/31 4/1

交付決定
7/1

事業実施予定期間

10/1

36協定の上限時間
を設定して届出

イ 全ての指定事業場において、令和８年４月１日から令和９年３月31日までの期間に有効期
間の始期を含む時間外・休日労働に関する協定（略）について、労働時間を延長して労働させ
ることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、（ア）
又は（イ）のいずれかの範囲内で、時間外労働時間数及び休日労働時間数を設定の上、所轄労
働基準監督署長に届け出ることとする。

36協定の「対象」期間

ウ 第10条に基づく交付申請の前に、全ての指定事業場において、36協定における延長すること
ができる時間数について一定の時間数（略）を超えて協定し、かつ、交付申請日を有効期間に含む
36協定を、所轄労働基準監督署長に届け出ていることを要する。当該36協定の対象期間の始期
が令和８年１月１日以後である場合、当該36協定の対象期間の始期の前日を対象期間の終期とす
る36協定についても、併せて延長することができる時間数に係る本要件を満たすことを要する。
ただし、第２項（２）の砂糖製造業の中小企業事業主については、別に定めるところによる。

※２回目の申請においては１年間

要件によって、36協定の「有効期間」と「対象期間」
のいずれを必要としているかが異なります。
交付要綱・支給要領をよくたしかめよう！

・有効期間 … その36協定が法的に有効な期間
（労基署への届出が遅れてしまった場合などには、「有効期間」欄の
記載とはズレることがあるので注意！）

・対象期間 … その36協定に記載されている対象期間

たしかめポイント
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選択要件・支給要件の時系列イメージ
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●成果目標「所定外労働時間の削減」

●割増賃金率加算（第２号）

R7
10/1

R8
4/1

交付申請
8/1

R9
1/31 4/1

交付決定
9/1

事業実施予定期間

36協定の有効期間

10月10月
（前年同月）

ア 本成果目標を選択する場合、全ての指定事業場において、交付申請後から事業実施予定
期間の終期までの期間において、いずれか１箇月における 所定労働時間を超える時間外労
働（略）の時間数を、前年同月を基準として、労働者１人あたり ５時間以上削減することとする。

労働者１人あたり
５時間以上削減

イ 第10条に基づく交付申請の前に、全ての指定事業場において、交付申請日を有効期間に
含む36協定を、所轄労働基準監督署長に届け出ていることを要する。

R8
4/1

交付申請
8/1

R9
1/31

交付決定
9/1

事業実施予定期間

（遡って２年間）

10月８月

労働者１人あたり
10時間以上削減

（２）（略）かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間に
おいて、いずれか１箇月における時間外労働の時間数を、交付申請日の
属する月を基準 として、労働者１人あたり 10時間以上削減すること。

月45時間超

２ 全ての指定対象事業場において、令
和８年４月１日以前の２年間において、
少なくとも１箇月、月45時間（略）を超
える時間外労働の実態がなければ、前
項第２号の成果目標を追加することは
できない。
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「６箇月後基準日」の考え方：年度をまたがない場合
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① 賃金引下げに関する期間 ４月１日 ～ 12月10日
４月１日（交付要綱附則の適用日）から、10月31日（支給申請日の前日）又は12月
10日（６箇月後基準日）のいずれか遅い日までの間

② 解雇等に関する期間 7月31日 ～ 12月10日
７月31日（交付要綱附則の適用日又は交付申請日の前日から起算して３月前の日
のいずれか遅い日）から、10月31日（支給申請日の前日）又は12月10日（６箇月
後基準日）のいずれか遅い日までの間

交付決定の取消事由の対象となる期間

① ７月10日支払分 （６月１日～30日勤務分）

② ８月10日支払分 （７月１日～31日勤務分）

③ ９月10日支払分 （８月１日～31日勤務分）

④ 10月10日支払分 （９月１日～30日勤務分）

⑤ 11月10日支払分 （10月１日～31日勤務分）

⑥ 12月10日支払分 （11月１日～30日勤務分）

※支払状況報告の報告期日は、12月10日から起算して（12月10日を含んで）
30日以内であるので、翌年の１月８日となる。

支払状況報告書の対象となる賃金

４月１日 交付申請
５月１日 交付決定
５月10日 就業規則変更届
※「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるも
のの作成又は変更により賃金を引き上げた」時
点は6月１日とする。

7月10日 賃金支払い
（６月１日～30日勤務分）

11月１日 支給申請
12月１日 支給決定
12月10日 ６箇月後基準日

【前提】 毎月末日〆 翌月10日支払

10日

４月 ５月

７月

６月

10月

８月 ９月

11月 12月

１日 １日

10日

10日

１日 １日

10日

10日

10日
10日
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「６箇月後基準日」の考え方：年度をまたぐ場合
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① 賃金引下げに関する期間 ４月１日 ～ 翌年６月10日
４月１日（交付要綱附則の適用日）から、翌年１月31日（支給申請日の前日）又は６
月10日（６箇月後基準日）のいずれか遅い日までの間

② 解雇等に関する期間 ６月30日 ～ 翌年６月10日
６月30日（交付要綱附則の適用日又は交付申請日の前日から起算して３月前の
日のいずれか遅い日）から、翌年１月31日（支給申請日の前日）又は６月10日（６
箇月後基準日）のいずれか遅い日までの間

交付決定の取消事由の対象となる期間

① 翌年１月10日支払分 （12月１日～31日勤務分）

② 翌年２月10日支払分 （１月１日～31日勤務分）

③ 翌年３月10日支払分 （２月１日～28（29）日勤務分）

④ 翌年４月10日支払分 （３月１日～31日勤務分）

⑤ 翌年５月10日支払分 （４月１日～30日勤務分）

⑥ 翌年６月10日支払分 （５月１日～31日勤務分）

※支払状況報告の報告期日は、翌年６月10日から起算して（６月10日を含んで）
30日以内であるので、翌年の７月９日となる。

支払状況報告書の対象となる賃金

10月１日 交付申請
11月１日 交付決定
11月30日 就業規則変更届
※「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるも
のの作成又は変更により賃金を引き上げた」時
点は12月１日とする。

翌年1月10日 賃金支払い
（12月１日～31日勤務分）

翌年２月１日 支給申請
翌年３月１日 支給決定
翌年６月10日 ６箇月後基準日

【前提】 毎月末日〆 翌月10日支払

10日

10月 11月

１月

12月

４月

２月 ３月

５月 ６月

１日 １日

30日

10日

１日 １日

10日

10日

10日 10日
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規定例：年次有給休暇の時季指定義務

年次有給休暇の時季指定義務に係る規定例：就業規則
※常時10人以上の労働者を使用する指定事業場は必須

（年次有給休暇）
第○条
第1項 〔総則、略〕
第２項 〔比例付与、略〕
第３項 〔時季変更権等、略〕
第4項 〔計画的付与、略〕

5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に
対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働
者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意
見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得
させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇
を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するも
のとする。

イ
ン
タ
ー
バ
ル

本パンフレットの規定例は、厚生労働省が公開して
いる「モデル就業規則」に沿っています。
このとおりに規定しないと助成金の審査に通らな
いというものではありませんが、各規定の解説等
も充実していますので、ぜひ一度ご覧ください。

たしかめポイント

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/in
dex.html
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年次有給休暇の計画的付与：就業規則、労使協定

成果目標「年次有給休暇の計画的付与」を選択する場合の
規定例：就業規則

（年次有給休暇）
第○条
第1項 〔総則、略〕
第２項 〔比例付与、略〕
第３項 〔時季変更権等、略〕

４ 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、

各労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、

あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

成果目標「年次有給休暇の計画的付与」を選択する場合の
規定例：労使協定

【労使協定例１：一斉付与方式】

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。

１． 当社の本社に勤務する社員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇

のうち５日分については、次の期日に与えるものとする。

○月△日、○月△日、△月△日、□月△日、□月○日

２． 社員のうち、その有する年次有給休暇の日時から５日を差し引いた

日数が５日に満たないものについては、その不足する日数の限度で、前

項に掲げる日に特別有給休暇を与える。

３． 業務運行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とすると

きは、会社は組合と協議の上、第１項に定める指定日を変更するものと

する。
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年次有給休暇の計画的付与：労使協定

成果目標「年次有給休暇の計画的付与」を選択する場合の
規定例：労使協定

【労使協定例２：交替制付与方式】
〇〇株式会社と従業員代表〇〇〇〇とは、標記に関して次のとおり協

定する。
１． 各課において、その所属の社員をＡ、Ｂの２グループに分けるものと
する。その調整は課長が行う。
２． 各社員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇のうち５日分につい
ては、各グループの区分に応じて、次表のとおり与えるものとする。

Ａグループ ○月○日〜□日 Ｂグループ ○月○日〜□日
３． 社員のうち、その有する年次有給休暇の日時から５日を差し引いた
日数が５日に満たないものについては、その不足する日数の限度で、前
項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
４． 業務運行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とすると
きは、会社は従業員代表と協議し、第２項に定める指定日を変更するも
のとする。

【労使協定例３：個別式付与方式】
〇〇株式会社と従業員代表〇〇〇〇とは、標記に関して次のとおり協

定する。
１． 当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇（以下「年休」
という。）のうち５日を超える部分については、６日を限度として計画的
に付与するものとする。なお、その有する年休の日数から５日を差し引
いた日数が６日に満たないものについては、その不足する日数の限度
で特別有給休暇を与える。
２． 年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。

前期＝４月〜９月の間で３日間
後期＝１０月〜翌年３月の間で３日間

３． 各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる２週間前まで
に会社が作成し、従業員に配布する。
４． 各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の
計画付与が始まる１か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
５． 各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決
定する。
６． 業務運行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とすると
きは、会社は従業員代表と協議の上、前項に基づき定められた指定日を
変更するものとする。
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時間単位の年次有給休暇：就業規則、労使協定

成果目標「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」を
選択する場合の規定例：就業規則

（年次有給休暇の時間単位での付与）
第〇条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休
暇の日数のうち、１年について５日の範囲で次により時間単位の年次有
給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。
（１） 時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。
（２） 時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する
時間数は、以下のとおりとする。

① 所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者…６時間
② 所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者…７時間
③ 所定労働時間が７時間を超え８時間以下の者…８時間

（３） 時間単位年休は１時間単位で付与する。
（４） 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働し
た場合に支払われる通常の賃金の１時間当たりの額に、取得した時間単
位年休の時間数を乗じた額とする。
（５） 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

成果目標「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」を
選択する場合の規定例：労使協定

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。

（対象者）
第１条 すべての労働者を対象とする。
（日数の上限）
第２条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は５日以
内とする。
（１日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休）
第３条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１日の年次有給休
暇に相当する時間数を８時間とする。
（取得単位）
第４条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１時間単位で取得
するものとする。
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特別休暇：就業規則

成果目標「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」を
選択する場合の規定例：就業規則

【病気休暇（設定改善指針２⑵イ関係）】

第〇条 労働者が私傷病により欠勤又は療養のため就業することが必

要あり、 その継続がいたし方ないとやむを得ないと認められる場合に、

有給による病気休暇を○日与える。

２ 休暇取得の際の賃金の補填方法については、年次有給休暇と同様の

方法により算定する。

３ 休暇を取得する場合は、所定の手続きにより所属長に申請しなけれ

ばならない。

【教育訓練休暇（設定改善指針２⑵ヘ関係）】

第〇条 労働者が自発的に教育訓練を受講する場合に、有給による教

育訓練休暇を○日与える。

２ 休暇取得の際の賃金の補填方法については、年次有給休暇と同様の

方法により算定する。

３ 休暇を取得する場合は、所定の手続きにより所属長に申請しなけれ

ばならない。

【ボランティア休暇（設定改善指針２⑵ト関係）】

第〇条 ボランティア休暇は有給とし、付与日数は１年間につき○日を

限度とする。

（注）１年間とは、就業規則○条に規定する１年間（毎年４月１日から翌年３月３１日まで）をい

う。

２ 休暇取得の際の賃金の補填方法については、年次有給休暇と同様の

方法により算定する。
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特別休暇：就業規則

成果目標「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」を
選択する場合の規定例：就業規則

【不妊治療に関する休暇（設定改善指針２⑵チ関係）】

第〇条 労働者が不妊治療を受けている場合で、その勤務したいとの希
望があると認められるときに、必要と認められる日数（年間〇日）につ
いて、有給による休暇を付与する。
２ 休暇取得の際の賃金の補填方法については、年次有給休暇と同様の
方法により算定する。
３ 休暇を取得する場合は、所定の手続きにより所属長に申請しなけれ
ばならない。

【時間単位の特別休暇（利用目的の限定なし）】

第〇条 労働者が時間単位の休暇を取得する必要がある場合に、年間
〇時間を限度として/１年について○日の範囲で、有給の時間単位休暇
を付与する。
２ 休暇取得の際の賃金の補填方法については、年次有給休暇と同様の
方法により算定する。
３ 休暇を取得する場合は、所定の手続きにより所属長に申請しなけれ
ばならない。

【時間単位の特別休暇（利用目的の限定あり）】

第〇条 労働者が私傷病のため療養のため就業することが必要あり、そ
の継続がいたし方ないと認められる場合に、有給による時間単位の特
別休暇を、年間〇時間を限度として/１年について○日の範囲で付与す
る。
２ 休暇取得の際の賃金の補填方法については、年次有給休暇と同様の
方法により算定する。
３ 休暇を取得する場合は、所定の手続きにより所属長に申請しなけれ
ばならない。
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勤務間インターバル：就業規則

共
通

※このほか、必要に応じて、勤務間インターバルに関する申請手続や勤務時間の取扱いなど
について、規定の整備を行うこと。

成果目標「勤務間インターバルの導入」を選択する場合の
規定例：労働協約

第〇〇条【勤務間インターバル制度】
１ いかなる場合も、労働者ごとに１日の勤務終了後、次の勤務の開始ま
でに少なくとも、〇時間の継続した休息時間を設けるものとする。
２ 前項の休息時間の満了時刻が、就業規則により次の勤務の所定始業
時刻以降に及ぶ場合、その休息時間が満了するまでの労働は免除する。
３ 天災、事件、事故その他の不測の事態におけるやむを得ない場合に
ついては、この協定の対象外とする。

または

成果目標「勤務間インターバルの導入」を選択する場合の
規定例：就業規則

【就業規則例１：休息時間と重複する部分を労働とみなす場合】
（勤務間インターバル）
第〇条
１ いかなる場合も、労働者ごとに１日の勤務終了後、次の勤務の開始ま
でに少なくとも、〇時間の継続した休息時間を与える。
２ 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及
ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみな
す。
３ ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。

【就業規則例２：始業時刻を繰り下げる場合】
（勤務間インターバル）
第〇条
１ いかなる場合も、労働者ごとに１日の勤務終了後、次の勤務の開始ま
でに少なくとも、〇時間の継続した休息時間を与える。
２ 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及
ぶ場合、翌日の始業時刻は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げ
る。
３ ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない
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賃上げ加算：就業規則

共
通

時
短
年
休

賃上げ加算を追加する場合の規定例：就業規則

【就業規則例１：臨時昇給させる場合】

第〇条 〇〇課に所属する労働者（又は勤務態度その他が良好な労働

者（例えば、人事考課の評点がB以上の労働者等））について、基本給、〇

〇手当を含めた賃金総額について、３％/５％/７％引上げを行う。

附則 この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。

【就業規則例２：企業内最低賃金額を引き上げる場合】

第〇条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額〇〇

円とする。但し、最低賃金法（昭和34年法律第137号）第7条に基づく

最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。

附則 この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。



４ 申請様式
記載例
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主な提出書類（個別企業向けコース）：交付申請
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備考部数書類名番号

様式第1号原本1部交付申請書1

様式第1号別添原本1部事業実施計画2

・36協定
・賃金台帳
・労働時間管理記録（タイムカー
ド、日報） 等

写し1部
改善事業を実施する前の時間外・
休日労働時間数（特別条項の締結状況

を含む）、労働時間が分かる書類
3

・年休管理簿
・就業規則 等写し１部

年次有給休暇の取得状況や特別休
暇の規定を確認するための書類

4

写し１部

交付申請日の属する月の前月１箇
月分の賃金台帳の写し
（賃上げ加算または割増賃金率加算を受

けようとする場合のみ）

5

成果目標「時間外・休日労働の上
限設定」を選択する場合の、交付
申請日を有効期間に含む36協
定 等

写し１部
成果目標を選択するための要件が
ある場合には、当該選択要件を満
たすことがわかる書類

6

・見積書
・経費の積算に関わる社内規程

等
写し1部

改善事業を実施するために必要な
経費の算出根拠を確認するための
書類

７

写し1部
申請代理を行う場合、申請代理人
が中小企業事業主を代理すること
を証明する資料（委任状等）

8

その他、労働局長が必要と認める
書類

９

労働局から、受付・審査に必要な書類について、
追加提出をお願いすることがあります。

必要な書類が揃わなければ受付・審査がス
トップすることになり、助成金の支給が遅れ
たり、支給できなくなることにつながります
ので、速やかなご提出にご協力をお願いします！

たしかめポイント
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主な提出書類（個別企業向けコース） ：支給申請
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備考部数書類名番号

様式第10号原本1部支給申請書1

様式第11号原本1部事業実施結果報告書2

〔労使の話合いの機会の整備〕
・参加者名簿 ・議事録の写し
・話し合いを行った際の写真 等

〔担当者の配置〕
・担当者を周知した文書の写し
・掲示した状況の写真 等

〔事業実施計画の周知〕
・事業実施計画を周知した文書
の写し ・掲示した状況の写真
等

写し1部
設定改善法及び設定改善指針に基
づく措置を行ったこと及びその内
容がわかる書類

3

写し１部
改善事業を実施したことが客観的
にわかる資料（下記参照）

4

・領収書の写し
・銀行振込受領書
・費用の振込記録が客観的に分
かる預金通帳等の写し 等

写し１部
改善事業の実施に要した費用の支
出に関する証拠書類

5

・変更後の36協定届の写し
・作成・変更後の就業規則及び労
働協約その他これに準ずるもの
・労使協定の写し
・対象労働者の賃金台帳の写し
及 び 労 働 時 間 が 分 か る 書 類
等

写し１部
成果目標の達成状況に関する証拠
書類

6

写し1部
申請代理を行う場合、申請代理人
が中小企業事業主を代理すること
を証明する資料（委任状等）

７

写し1部
その他、労働局長が必要と認める
書類

8

４－１ 労務管理担当者に対する研修（勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む）を実施した場合
・実施日時、実施時間数、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類
・実施した際の写真 等

４－２ 労働者に対する研修（勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む）、周知・啓発を実施した
場合 ・実施日時、実施時間数、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類

・実施した際の写真 ・被実施者全員の理解度を測る目的で行うアンケート結果の写し（労働者に対する研修の
事業を実施した場合に限る。） 等

４－３ 外部専門家によるコンサルティングを実施した場合
・実施日時、実施時間数、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類
・実施した際の写真 ・改善措置の実施内容が明らかとなる書類 等

４－４ 就業規則・労使協定等の整備を実施した場合 ・変更後の就業規則・労使協定等の写し
４－５ 人材確保に向けた取組を実施した場合

・掲載した求人誌等の写し ・採用説明会の様子を撮影した写真 等
４－６ 労務管理用ソフトウェア等、労務管理用機器、デジタル式運行記録計その他の労働能率の増進に資する設
備・機器等の導入・更新を実施した場合 ・納品書 ・導入した機器の写真 等
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主な提出書類（取引環境改善コース）：交付申請
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備考部数書類名番号

様式第1号
原本
1部

交付申請書1

様式第1号別添
原本
1部

事業実施計画2

・会則
・荷主集団等で開催した
会議の議事録
・荷主集団等で実施した
パトロールの様子を撮影
した写真 等

写し
1部

組織として現に活動してい
る又は今後具体的に活動
することが見込まれること
がわかる資料

3

写し
１部

すべての構成員に係る商
業登記簿謄本の写し

4

・見積書
・経費の積算に関わる社
内規程

等

写し
1部

改善事業を実施するため
に必要な経費の算出根拠
を確認するための書類

５

写し
1部

申請代理を行う場合、申請
代理人が中小企業事業主
を代理することを証明する
資料（委任状等）

６

その他、労働局長が必要と
認める書類

７
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主な提出書類（取引環境改善コース） ：支給申請
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備考部数書類名番号

様式第10号
原本
1部

支給申請書1

様式第11号
原本
1部

事業実施結果報告書2

写し
１部

改善事業を実施したこと
が客観的にわかる資料（下
記参照）

３

・受払簿 ・領収書の写し
・銀行振込受領書
・費用の振込記録が客観的に
分 か る 預 金 通 帳 等 の 写 し
等

写し
１部

改善事業の実施に要した
費用の支出に関する証拠
書類

5

・改善事業の効果検証に係る
資料 等

写し
１部

成果目標の達成状況に関
する証拠書類

6

写し
1部

申請代理を行う場合、申請
代理人が中小企業事業主
を代理することを証明す
る資料（委任状等）

７

写し
1部

その他、労働局長が必要と
認める書類

8

３－１ 取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整を
実施した場合

・取決め文書 ・会議の議事録 ・会議の様子を撮影した写真 等
３－２ 好事例の収集、普及啓発を実施した場合

・ヒアリング調査結果 ・好事例集 ・普及啓発に係るHPの写し 等
３－３ セミナーの開催等を実施した場合

・研修次第 ・セミナー資料 ・出席者名簿 ・セミナーの様子を撮影した写真
・アンケート結果 等

３－４ 巡回指導、相談窓口の設置等を実施した場合
・コンサルティングの結果報告書 ・相談票の写し ・相談会の様子を撮影した写真
・満足度調査結果 等

３－５ 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新を実施した
場合

・納品書 ・導入した機器の写真 ・利用に当たっての手順書 等
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主な提出書類（団体推進コース）：交付申請
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業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

備考部数書類名番号

様式第1号
原本
1部

交付申請書1

様式第1号別添
原本
1部

事業実施計画2

写し
1部

定款や会則等の組織とし
ての根拠規程

3

共同事業主の場合
写し
１部

活動実績が分かる資料4

共同事業主の場合
写し
１部

協定書５

交付申請時点で活動期
間が２事業年度に満たな
い場合は、作成している
範囲

写し
１部

直近の２事業年度に係る
収支報告書

６

・見積書
・経費の積算に関わる社
内規程

等

写し
1部

改善事業を実施するため
に必要な経費の算出根拠
を確認するための書類

７

写し
1部

申請代理を行う場合、申請
代理人が中小企業事業主
を代理することを証明する
資料（委任状等）

８

その他、労働局長が必要と
認める書類

９
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主な提出書類（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

備考部数書類名番号

様式第10号原本1部支給申請書1

様式第11号原本1部事業実施結果報告書2

写し１部
改善事業を実施したことが客観的
にわかる資料（下記参照）

３

・受払簿 ・領収書の写し
・銀行振込受領書
・費用の振込記録が客観的に分か
る預金通帳等の写し 等

写し１部
改善事業の実施に要した費用の支
出に関する証拠書類

４

・改善事業の効果検証に係る資料
・構成事業主に周知等を行った媒
体等の写し 等

写し１部
成果目標の達成状況に関する証拠
書類

５

写し1部
申請代理を行う場合、申請代理人
が中小企業事業主を代理すること
を証明する資料（委任状等）

６

写し1部
その他、労働局長が必要と認める書
類

７

３－１ 市場調査を実施した場合
・調査票 ・調査結果資料 ・マニュアル 等

３－２ 新ビジネスモデル開発、実験を実施した場合
・試作品の写真 ・打ち合わせ記録 ・実験結果 等

３－３ 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験を実施した場合
・実験結果報告書 ・実験時の写真 等

３－４ 取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整を
実施した場合

・取決め文書 ・会議の議事録 ・会議の様子を撮影した写真 等
３－５ 販路拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展を実施した場合

・展示会の様子を撮影した写真 ・アンケート結果 等
３－６ 好事例の収集、普及啓発を実施した場合

・ヒアリング調査結果 ・好事例集 ・普及啓発に係るHPの写し 等
３－７ セミナーの開催等を実施した場合

・研修次第 ・セミナー資料 ・出席者名簿 ・セミナーの様子を撮影した写真
・アンケート結果 等

３－８ 巡回指導、相談窓口の設置等を実施した場合
・コンサルティングの結果報告書 ・相談票の写し ・相談会の様子を撮影した写真
・満足度調査結果 等

３－９ 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新を実施
した場合

・納品書 ・導入した機器の写真 ・利用に当たっての手順書 等
３－10 人材確保に向けた取組を実施した場合

・掲載した求人誌等の写し ・採用説明会の様子を撮影した写真 等
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局への提出日（郵送
の場合は発送日）を記入

管轄（提出先）の
労働局長名を記入

開業社会保険労務士等
が、提出代行等を行う
場合には、定型印を押
す等により、必ず名称
表示等を行う

労働保険関係成立届、労働
保険概算保険料申告書など
に基づき記入する
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改善事業及び成果目標を１つ以上選択

（１）～（３）を全て記載
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

単価・個数等の詳細が
わかるように記載

改善事業の内容、事業の目的（成果目標）と
の関連性、実施予定時期など具体的に記入
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

特別休暇を時間単位で取得させる場合は、その目的を問わず、①の休暇のうちの「その他特に配慮を必
要とする労働者に対する特別休暇」となります。
このため、例えば病気休暇の目的で、１日単位と時間単位の両方で休暇取得させる場合は、①からイ及び
チを選択します。同様の場合で、病気休暇を時間単位でのみ取得させる場合はチのみを選択します。
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

経費の一部であっても、税込で計上
した部分がある場合は、②を選択

・事業実施予定期間中に実際に負担する
料金のみを記入
・契約形態が事業実施予定期間を超える
契約の場合、年額、月額料金等については、
事業実施予定期間に係る料金のみとして
いるか
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

変更前の記載と混在させる場合は、
変更後の内容に下線を引くこと
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



71

様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

この記入例では改善事業を変更（追
加）しようとしているので、労働者への
意見聴取も再度行う必要があります
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

既に交付決定を受けた額を
内訳として併記する
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



77

様式記載例（業種別課題対応コース） ：中止・廃止承認申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

非該当の文言は二重線で削除
（この記入例では廃止する前提で記載）

交付決定通知等で通知された
交付決定額（「助成金の額」）を記入

「０円」を記入

「交付決定額」と同額を記入
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：予定期間変更報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

事業実施予定期間中（終了前）
に報告する必要があります

交付決定通知等の日付を記入
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：事業実施状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局から個別に、改善事業の実施状況を報告
するよう求められた場合に使用する様式です

労働局から報告を求められた内容を、できる
だけ詳細に記載。報告内容を裏付ける資料等
があれば、併せて提出する
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支払状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

賃金支払日等によっては、提出が助成
金の支給後になることもあります。交付
要綱・支給要領をご確認ください。

報告対象期間は該当す
る支払日をベースに記入。
併せて、報告対象期間に
係る賃金台帳を添付。
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

支給申請額が、交付決定通知書（計
画を変更した場合は事業実施計画変更

承認通知書）で決定された助成金の
額を上回っていないか
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

（１）～（３）を全て記載
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付決定を受けた事業実施計画に含まれ
ていない費用を、助成対象経費に含めるこ
とはできません。
（事業実施期間中に事業実施計画の変更
承認を受ける必要があります）

・単価・個数等の詳細がわかるように記載
・裏付けとなる適切な資料を添付

交付決定日から支給申請までに
実際に支出した料金のみを記入
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

成果目標を達成したことがわか
る資料を必ず添付してください。
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

成
果

目
標

「時
間

外
労

働
の

上
限

設
定

」を
選

択
し

な
か

っ
た

場
合

は
、
こ

の
付

票
は

提
出

不
要
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

成
果

目
標

「週
休

２
日

制
の

推
進

」を
選

択
し

な
か

っ
た

場
合

は
、
こ

の
付

票
は

提
出

不
要
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（業種別課題対応コース） ：消費税報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付額の確定通知に
記載の金額を記入

金額の根拠資料を提出してください
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様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局への提出日（郵送
の場合は発送日）を記入

管轄（提出先）の
労働局長名を記入

開業社会保険労務士等
が、提出代行等を行う
場合には、定型印を押
す等により、必ず名称
表示等を行う

労働保険関係成立届、労働
保険概算保険料申告書など
に基づき記入する
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様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改善事業及び成果目標を１つ以上選択

（１）～（３）を全て記載
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様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

単価・個数等の詳細が
わかるように記載

改善事業の内容、事業の目的（成果目標）と
の関連性、実施予定時期など具体的に記入



97

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

特別休暇を時間単位で取得させる場合は、その目的を問わず、①の休暇
のうちの「その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇」とな
ります。
このため、例えば病気休暇の目的で、１日単位と時間単位の両方で休暇
取得させる場合は、①からイ及びチを選択します。同様の場合で、病気休
暇を時間単位でのみ取得させる場合はチのみを選択します。



98

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



99

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

経費の一部であっても、税込で計上
した部分がある場合は、②を選択

・事業実施予定期間中に実際に負担する
料金のみを記入
・契約形態が事業実施予定期間を超える
契約の場合、年額、月額料金等については、
事業実施予定期間に係る料金のみとして
いるか



100

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



101

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



102

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



103

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



104

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

変更前の記載と混在させる場合は、
変更後の内容に下線を引くこと



105

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



106

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

この記入例では改善事業を変更（追
加）しようとしているので、労働者への
意見聴取も再度行う必要があります



107

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

既に交付決定を受けた額を
内訳として併記する



108

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



109

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：中止・廃止承認申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

非該当の文言は二重線で削除
（この記入例では廃止する前提で記載）

交付決定通知等で通知された
交付決定額（「助成金の額」）を記入

「０円」を記入

「交付決定額」と同額を記入



110

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：予定期間変更報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

事業実施予定期間中（終了前）
に報告する必要があります

交付決定通知等の日付を記入



111

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：事業実施状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局から個別に、改善事業の実施状況を報告
するよう求められた場合に使用する様式です

労働局から報告を求められた内容を、できる
だけ詳細に記載。報告内容を裏付ける資料等
があれば、併せて提出する



112

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支払状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

賃金支払日等によっては、提出が助成
金の支給後になることもあります。交付
要綱・支給要領をご確認ください。

報告対象期間は該当す
る支払日をベースに記入。
併せて、報告対象期間に
係る賃金台帳を添付。



113

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

支給申請額が、交付決定通知書（計
画を変更した場合は事業実施計画変更

承認通知書）で決定された助成金の
額を上回っていないか



114

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



115

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

（１）～（３）を全て記載



116

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付決定を受けた事業実施計画に含まれ
ていない費用を、助成対象経費に含めるこ
とはできません。
（事業実施期間中に事業実施計画の変更
承認を受ける必要があります）

・単価・個数等の詳細がわかるように記載
・裏付けとなる適切な資料を添付

交付決定日から支給申請までに
実際に支出した料金のみを記入



117

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

成果目標を達成したことがわか
る資料を必ず添付してください。



118

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



119

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

成
果

目
標

「時
間

外
労

働
の

上
限

設
定

」を
選

択
し

な
か

っ
た

場
合

は
、
こ

の
付

票
は

提
出

不
要



120

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



121

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



122

様式記載例（労働時間短縮・年休促進支援コース） ：消費税報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付額の確定通知に
記載の金額を記入

金額の根拠資料を提出してください



123

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局への提出日（郵送
の場合は発送日）を記入

管轄（提出先）の
労働局長名を記入

開業社会保険労務士等
が、提出代行等を行う
場合には、定型印を押
す等により、必ず名称
表示等を行う

労働保険関係成立届、労働
保険概算保険料申告書など
に基づき記入する



124

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



125

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

（１）～（３）を全て記載



126

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改善事業を１つ以上選択

単価・個数等の詳細が
わかるように記載

改善事業の内容、事業
の目的（成果目標）との
関連性、実施予定時期
など具体的に記入



127

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

初
回

・２
回

目
を

確
認

の
上

、
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

の
「選

択
」欄

に
チ

ェ
ッ

ク



128

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



129

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



130

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



131

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

経費の一部であっても、税込で計上
した部分がある場合は、②を選択

・事業実施予定期間中に実際に負担する
料金のみを記入
・契約形態が事業実施予定期間を超える
契約の場合、年額、月額料金等については、
事業実施予定期間に係る料金のみとして
いるか



132

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



133

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



134

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



135

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



136

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

変更前の記載と混在させる場合は、
変更後の内容に下線を引くこと



137

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



138

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

この記入例では改善事業を変更（追
加）しようとしているので、労働者への
意見聴取も再度行う必要があります



139

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

既に交付決定を受けた額を
内訳として併記する



140

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



141

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：中止・廃止承認申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

非該当の文言は二重線で削除
（この記入例では廃止する前提で記載）

交付決定通知等で通知された
交付決定額（「助成金の額」）を記入

「０円」を記入

「交付決定額」と同額を記入



142

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：予定期間変更報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

事業実施予定期間中（終了前）
に報告する必要があります

交付決定通知等の日付を記入



143

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：事業実施状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局から個別に、改善事業の実施状況を報告
するよう求められた場合に使用する様式です

労働局から報告を求められた内容を、できる
だけ詳細に記載。報告内容を裏付ける資料等
があれば、併せて提出する



144

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支払状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

賃金支払日等によっては、提出が助成
金の支給後になることもあります。交付
要綱・支給要領をご確認ください。

報告対象期間は該当す
る支払日をベースに記入。
併せて、報告対象期間に
係る賃金台帳を添付。



145

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

支給申請額が、交付決定通知書（計
画を変更した場合は事業実施計画変更

承認通知書）で決定された助成金の
額を上回っていないか



146

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



147

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

（１）～（３）を全て記載



148

様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付決定を受けた事業実施計画に含まれ
ていない費用を、助成対象経費に含めるこ
とはできません。
（事業実施期間中に事業実施計画の変更
承認を受ける必要があります）

・単価・個数等の詳細がわかるように記載
・裏付けとなる適切な資料を添付

交付決定日から支給申請までに
実際に支出した料金のみを記入
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様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

成果目標を達成したことがわか
る資料を必ず添付してください。
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様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（勤務間インターバル導入コース） ：消費税報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付額の確定通知に
記載の金額を記入

金額の根拠資料を提出してください



154

様式記載例（取引環境改善コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局への提出日（郵送
の場合は発送日）を記入

管轄（提出先）の
労働局長名を記入

開業社会保険労務士等
が、提出代行等を行う
場合には、定型印を押
す等により、必ず名称
表示等を行う

労働保険関係成立届、労働
保険概算保険料申告書など
に基づき記入する

代表事業主に
ついて記載
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様式記載例（取引環境改善コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



158

様式記載例（取引環境改善コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



162

様式記載例

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



163

様式記載例

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：中止・廃止承認申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：予定期間変更報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：事業実施状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



168

様式記載例

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



170

様式記載例

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（取引環境改善コース） ：消費税報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局への提出日（郵送
の場合は発送日）を記入

管轄（提出先）の
労働局長名を記入

開業社会保険労務士等
が、提出代行等を行う
場合には、定型印を押
す等により、必ず名称
表示等を行う

労働保険関係成立届、労働
保険概算保険料申告書など
に基づき記入する
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



174

様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

改善事業を１つ以上選択

単価・個数等の詳細が
わかるように記載

改善事業の内容、事業の目的（成果目標）と
の関連性、実施予定時期など具体的に記入
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

経費の一部であっても、税込で計上
した部分がある場合は、②を選択

・事業実施予定期間中に実際に負担する
料金のみを、経費区分ごとに記入
・契約形態が事業実施予定期間を超える
契約の場合、年額、月額料金等については、
事業実施予定期間に係る料金のみとして
いるか

総事業費に
は、本助成
金の助成対
象経費以外
の費用も含
みます。
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



183

様式記載例（団体推進コース） ：交付申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体



184

様式記載例（団体推進コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

変更前の記載と混在させる場合は、
変更後の内容に下線を引くこと



186

様式記載例（団体推進コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

既に交付決定を受けた額を
内訳として併記する
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様式記載例（団体推進コース） ：事業実施計画変更申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：中止・廃止承認申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

非該当の文言は二重線で削除
（この記入例では廃止する前提で記載）

交付決定通知等で通知された
交付決定額（「助成金の額」）を記入

「０円」を記入

「交付決定額」と同額を記入
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様式記載例（団体推進コース） ：予定期間変更報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

事業実施予定期間中（終了前）
に報告する必要があります

交付決定通知等の日付を記入
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様式記載例（団体推進コース） ：事業実施状況報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

労働局から個別に、改善事業の実施状況を報告
するよう求められた場合に使用する様式です

労働局から報告を求められた内容を、できる
だけ詳細に記載。報告内容を裏付ける資料等
があれば、併せて提出する
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様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

支給申請額が、交付決定通知書（計
画を変更した場合は事業実施計画変更

承認通知書）で決定された助成金の
額を上回っていないか



192

様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付決定を受けた事業実施計画に含まれ
ていない費用を、助成対象経費に含めるこ
とはできません。
（事業実施期間中に事業実施計画の変更
承認を受ける必要があります）

・単価・個数等の詳細がわかるよ
うに記載
・裏付けとなる適切な資料を添付

交付決定日
から支給申請
までに実際に
支出した料金
のみを記入



194

様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

（４）、（５）ともに具体的に記載の上、成果目標を達
成したことがわかる資料を必ず添付してください。
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様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：支給申請

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体
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様式記載例（団体推進コース） ：消費税報告書

共
通

業
種
別

イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
短
年
休

取
引
環
境

団
体

交付額の確定通知に
記載の金額を記入

金額の根拠資料を提出してください



５ 付録
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どのコースを検討していいかわからないときに… おすすめコース早見表

中小企業 または 個人事業主 Ａに進む
事業主団体等 または 発着荷主等 Ｂに進む

次のいずれかの業種に該当する

○建設業 ○運送業等
○病院等
○砂糖製造業（鹿児島県・沖縄県）
○情報通信業・宿泊業

発着荷主・倉庫事業者として、運
送事業者とも対話しながら、運送
業界で働く方の労働時間の課題
に対応していきたいと考えてい

る。

Ａ Ｂ

はい はい

い
い
え

団体内部というより、傘下・会員
企業の労働条件を向上させるた
めの取組について、助成金を受
けたい。

はい

取引環境

改善コース

がおすすめ！

団体推進

支援コース

がおすすめ！

団体内部の労働条件向上
に取り組みたい場合は、
最初の質問に戻って「Ａ」
に進んでください。

勤務間インターバルを導入して
みたいと思ったが、どうしたら
いいか分からず断念したことが
ある。

はい

業種別課題

対応コース

がおすすめ！

い
い
え

労働時間短縮・

年休促進支援

コース
がおすすめ！

勤務間

インターバル

導入コース

がおすすめ！

い
い
え

い
い
え



□ 「中小企業事業主」に該当する
□ 「年次有給休暇の時季指定に関す

る措置」を行っている
□ 様式第１号（別添は除く）をすべて記入

できる
□ 「労働時間等の設定の改善に関す

る措置」（事業実施計画の１）を計画できる

202

交付申請 最初の一歩のためのワークシート

コースを選びましょう コース

申請者になれるかチェックしましょう

改善事業の内容を考えましょう

（詳細）

具体的には…

いつ〔 〕 何を〔 〕 どうする〔 〕

成果目標を選び、助成上限額を確認しましょう

（成果目標） （助成上限額）

業種別 時短年休 インターバル

□ 「荷主集団等」に該当する
□ 様式第１号（別添は除く）をすべて記

入できる

取引環境

□ 「事業主団体」または「共同事業主」
に該当する

□ 様式第１号（別添は除く）をすべて記
入できる

団体

□■□ 順番にこだわらず、記入できるところから記入してみましょう！ □■□

改善事業の実施に要する費用を確認しましょう

□ 相見積りが取得できる □ 助成対象経費の「経費区分」に該当する
□ 助成対象経費にならない費用は含まれていない
□ 見積り内容や支払実績を資料として提出することができる

おつかれさまでした！ 交付申請書の様式を記入してみましょう！
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厚生労働省
働き方改革推進支援助成金 申請パンフレット（R8.3）

厚生労働省労働基準局
広報キャラクター たしかめたん


